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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的絶縁性を有する素材からなる基板、又は電気的絶縁性を有する素材を表面に備え
た基板の表面上に形成された、クロム（Ｃｒ）－アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）
系三元合金からなる薄膜抵抗体であって、
　前記クロム（Ｃｒ）－アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金中の各元素の
組成割合は、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図上において、下記に示す組成点（Ａ）、（Ｂ
）及び（Ｃ）を頂点とする三角形の内部に相当する数値範囲を有し、かつ、薄膜抵抗体の
比抵抗は、５００μΩ・ｃｍ以上、抵抗温度係数の絶対値は、５０ｐｐｍ／℃以下、さら
に１５５℃で１０００時間保持後の抵抗変化率は、０．０５％以下であることを特徴とす
る薄膜抵抗体。
　組成点（Ａ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５５、４０、及び５重量％
組成点（Ｂ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５０、１０、及び４０重量％
組成点（Ｃ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々７５、５、及び２０重量％
【請求項２】
　電気的絶縁性を有する素材からなる基板、又は電気的絶縁性を有する素材を表面に備え
た基板の表面上に、ターゲットを用いてアルゴンガス雰囲気下にスパッタリングすること
により、各元素の組成割合が、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図上において、下記に示す組
成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂点とする三角形の内部に相当する数値範囲を有する三
元合金薄膜を形成し、その後、酸素を含む雰囲気下、４００～５３０℃の温度で１分～１
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０時間熱処理を行なうことを特徴とする請求項１に記載の薄膜抵抗体の製造方法。
　組成点（Ａ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５５、４０、及び５重量％
組成点（Ｂ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５０、１０、及び４０重量％
組成点（Ｃ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々７５、５、及び２０重量％
【請求項３】
　前記ターゲットは、クロム、アルミニウム及びケイ素からなる合金であって、前記三元
合金薄膜に相当する組成割合を有することを特徴とする請求項２に記載の薄膜抵抗体の製
造方法。
【請求項４】
　前記ターゲットは、クロム、アルミニウム及びケイ素からなる混合物であって、前記三
元合金薄膜に相当する組成割合を有することを特徴とする請求項２に記載の薄膜抵抗体の
製造方法。
【請求項５】
　クロム、アルミニウム又はケイ素の各金属からなるターゲットを前記三元合金薄膜に相
当する組成割合になるように複数個組合せて用いることを特徴とする請求項２記載の薄膜
抵抗体の製造方法。
【請求項６】
　前記ターゲットは、クロム－アルミニウム合金とケイ素を前記三元合金薄膜に相当する
組成割合になるように複数の区分に分けた複合物であることを特徴とする請求項２記載の
薄膜抵抗体の製造方法。
【請求項７】
　前記ターゲットは、クロム－アルミニウム合金ターゲットとケイ素ターゲットであり、
これらを用いて同時スパッタリングすることを特徴とする請求項２記載の薄膜抵抗体の製
造方法。
【請求項８】
　前記熱処理に先だって、三元合金薄膜の表面に電極を形成することを特徴とする請求項
２に記載の薄膜抵抗体の製造方法。
【請求項９】
　前記電極は、パラジウム、白金、ロジウム、又はルテニウムから選ばれる少なくとも１
種であることを特徴とする請求項８に記載の薄膜抵抗体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜抵抗体及びその製造方法に関し、さらに詳しくは、高比抵抗で低抵抗温
度係数を有し、かつ使用時の加熱による抵抗値の変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗体と
その製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、薄膜抵抗体は、薄膜チップ抵抗器、混成集積回路等に用いられている。この
ような薄膜抵抗体には、高い比抵抗と小さな抵抗温度係数が求められ、高比抵抗材料が用
いられている。例えば、薄膜チップ抵抗器は以下の方法により得られる。まず、１００～
１５０μΩ・ｃｍの比抵抗を有するＮｉ－Ｃｒ系（ニクロム）合金、窒化タンタル、最大
３００μΩ・ｃｍの比抵抗が得られるクロム（Ｃｒ）－ケイ素（Ｓｉ）系合金等の抵抗率
が高い高比抵抗材料を、セラミック基板上にスパッタリング、真空蒸着等により成膜して
合金化した皮膜を形成する。これをフォトリソグラフィー等により所要の形状に加工して
薄膜チップ抵抗器として利用される。
【０００３】
　ところで、従来の薄膜チップ抵抗器においては、特に３００μΩ・ｃｍ以下の比抵抗を
有する材料を用いて得られた抵抗器は、抵抗器精度が満足されるとともに、良好な熱的安
定性を示す低い抵抗温度係数等の特性が得られ、高精度チップ抵抗器として広く各種電子
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機器に用いられている。しかしながら、これらの材料を用いた薄膜抵抗体は抵抗値が低い
ので、高比抵抗領域では抵抗温度係数の小さい特性を有する抵抗体を作製することが難し
いという問題があった。すなわち、薄膜抵抗材料としてニクロム合金又は窒化タンタルを
用いて、絶対値が５０ｐｐｍ／℃以下の抵抗温度係数を有し、かつ１５０μΩ・ｃｍ以上
の比抵抗を有する抵抗体を形成することは困難であった。また、Ｃｒ－Ｓｉ系合金を用い
た場合にも、例えば、比抵抗が３００μΩ・ｃｍ程度の膜を作製することができるが、こ
のとき絶対値が５０ｐｐｍ／℃以下の抵抗温度係数がものを安定して得ることは困難であ
った。
【０００４】
　これらの解決策として、熱的安定性の向上のためＣｒ－Ｓｉ系合金にチタン（Ｔｉ）を
添加含有させたもの（例えば、特許文献１参照。）、Ｃｒ－Ｓｉ系合金にジルコニウム（
Ｚｒ）を添加含有させたもの（例えば、特許文献２参照。）、Ｃｒ－Ｓｉ系合金にモリブ
デン（Ｍｏ）を添加含有させたもの（例えば、特許文献３参照。）、及びケイ素品位が４
７～５７重量％になるように、Ｃｒ－Ｓｉ系合金にアルミニウム（Ａｌ）を添加含有させ
たもの（例えば、特許文献４参照。）が提案されている。このように、高比抵抗材料とし
てクロムとケイ素との合金を用い、さらに第３元素を添加することによって、比較的高比
抵抗であって熱的安定性について改善された薄膜抵抗体が得られているが、使用時の耐熱
性に関しては近年の使用環境の高温化からすると、薄膜抵抗体の熱的安定性はまだ不十分
であり、さらに高い耐熱性が求められている。すなわち、後工程で熱が加わった場合でも
初期抵抗値からの変化率が低い抵抗体が望まれる。また、さらに高い、例えば３００μΩ
・ｃｍ以上の比抵抗を有する高比抵抗領域で好適に用いられる材料が望まれている。
【０００５】
【特許文献１】特開平２－７１５０１号公報（第１頁、第２頁）
【特許文献２】特開昭５７－４１０２号公報（第１頁）
【特許文献３】特開昭５７－７１０２号公報（第１頁）
【特許文献４】特許第３０００７６３号（第１頁、第２頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、上記の従来技術の問題点に鑑み、高比抵抗で低抵抗温度係数を有し、
かつ使用時の加熱による抵抗値の変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗体及びその製造方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、クロム（Ｃｒ）－アルミニウム（Ａｌ）－
ケイ素（Ｓｉ）系三元合金からなる薄膜抵抗体について、鋭意研究を重ねた結果、Ｃｒ－
Ａｌ－Ｓｉ系三元合金において特定の組成割合を選ぶことによって得られた薄膜を特定の
条件で熱処理したところ、高い比抵抗を保持したまま低い抵抗温度係数（ＴＣＲ）が得ら
れ、使用時の加熱による抵抗値の変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗体が得られることを
見出し、本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち、本発明の第１の発明によれば、電気的絶縁性を有する素材からなる基板、又
は電気的絶縁性を有する素材を表面に備えた基板の表面上に形成された、クロム（Ｃｒ）
－アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金からなる薄膜抵抗体であって、
　前記クロム（Ｃｒ）－アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金中の各元素の
組成割合は、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図上において、下記に示す組成点（Ａ）、（Ｂ
）及び（Ｃ）を頂点とする三角形の内部に相当する数値範囲を有し、かつ、薄膜抵抗体の
比抵抗は、５００μΩ・ｃｍ以上、抵抗温度係数の絶対値は、５０ｐｐｍ／℃以下、さら
に１５５℃で１０００時間保持後の抵抗変化率は、０．０５％以下であることを特徴とす
る薄膜抵抗体が提供される。
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　組成点（Ａ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５５、４０、及び５重量％
　組成点（Ｂ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５０、１０、及び４０重量％
　組成点（Ｃ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々７５、５、及び２０重量％
【０００９】
　また、本発明の第２の発明によれば、電気的絶縁性を有する素材からなる基板、又は電
気的絶縁性を有する素材を表面に備えた基板の表面上に、ターゲットを用いてアルゴンガ
ス雰囲気下にスパッタリングすることにより、各元素の組成割合が、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ三
元系組成図上において、下記に示す組成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂点とする三角形
の内部に相当する数値範囲を有する三元合金薄膜を形成し、その後、酸素を含む雰囲気下
、４００～５３０℃の温度で１分～１０時間熱処理を行うことを特徴とする第１の発明の
薄膜抵抗体の製造方法が提供される。
　組成点（Ａ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５５、４０、及び５重量％
組成点（Ｂ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５０、１０、及び４０重量％
組成点（Ｃ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々７５、５、及び２０重量％
【００１０】
　また、本発明の第３の発明によれば、第２の発明において、前記ターゲットは、クロム
、アルミニウム及びケイ素からなる合金であって、前記三元合金薄膜に相当する組成割合
を有することを特徴とする薄膜抵抗体の製造方法が提供される。
【００１１】
　また、本発明の第４の発明によれば、第２の発明において、前記ターゲットは、クロム
、アルミニウム及びケイ素からなる混合物であって、前記三元合金薄膜に相当する組成割
合を有することを特徴とする薄膜抵抗体の製造方法が提供される。
【００１２】
　また、本発明の第５の発明によれば、第２の発明において、クロム、アルミニウム又は
ケイ素の各金属からなるターゲットを前記三元合金薄膜に相当する組成割合になるように
複数個組合せて用いることを特徴とする薄膜抵抗体の製造方法が提供される
【００１３】
　また、本発明の第６の発明によれば、第２の発明において、前記ターゲットは、クロム
－アルミニウム合金とケイ素を前記三元合金薄膜に相当する組成割合になるように複数の
区分に分けた複合物であることを特徴とする薄膜抵抗体の製造方法が提供される。
【００１４】
　また、本発明の第７の発明によれば、第２の発明において、前記ターゲットは、クロム
－アルミニウム合金ターゲットとケイ素ターゲットであり、これらを用いて同時スパッタ
リングすることを特徴とする薄膜抵抗体の製造方法が提供される。
【００１５】
　また、本発明の第８の発明によれば、第２の発明において、前記熱処理に先だって、三
元合金薄膜の表面に電極を形成することを特徴とする薄膜抵抗体の製造方法が提供される
。
【００１６】
　また、本発明の第９の発明によれば、第８の発明において、前記電極は、パラジウム、
白金、ロジウム、又はルテニウムから選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする薄
膜抵抗体の製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の薄膜抵抗体は、高比抵抗で低抵抗温度係数を有し、かつ使用時の加熱による抵
抗値の変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗体であり、薄膜チップ抵抗器、混成集積回路等
に用いられる高比抵抗抵抗体であるので、その工業的価値は極めて大きい。また、本発明
の製造方法は、本発明の薄膜抵抗体を安定的にかつ効率的に製造することができるのでよ
り有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１８】
　本発明の薄膜抵抗体は、電気的絶縁性を有する素材からなる基板、又は電気的絶縁性を
有する素材を表面に備えた基板の表面上に形成された、クロム（Ｃｒ）－アルミニウム（
Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金からなる薄膜抵抗体であって、前記クロム（Ｃｒ）－
アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金中の各元素の組成割合は、Ｃｒ－Ａｌ
－Ｓｉ三元系組成図上において、下記に示す組成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂点とす
る三角形の内部に相当する数値範囲を有し、かつ、薄膜抵抗体の比抵抗は、５００μΩ・
ｃｍ以上、抵抗温度係数の絶対値は、５０ｐｐｍ／℃以下、さらに１５５℃で１０００時
間保持後の抵抗変化率は、０．０５％以下であることを特徴とする。
　組成点（Ａ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５５、４０、及び５重量％
　組成点（Ｂ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５０、１０、及び４０重量％
　組成点（Ｃ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々７５、５、及び２０重量％
【００１９】
　図１は、本発明のクロム（Ｃｒ）－アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金
からなる薄膜抵抗体の組成範囲を表すＣｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図である。図１におい
て、本発明の薄膜抵抗体の組成範囲は、各辺を重量％で表示しているＣｒ－Ａｌ－Ｓｉ三
元系組成図上の組成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂点として形作られる三角形の内部に
相当する数値範囲である。
【００２０】
　すなわち、本発明の薄膜抵抗体の製造方法は、電気的絶縁性を有する素材からなる基板
、又は電気的絶縁性を有する素材を表面に備えた基板の表面上に、ターゲットを用いてア
ルゴンガス雰囲気下にスパッタリングすることにより、各元素の組成割合が、Ｃｒ－Ａｌ
－Ｓｉ三元系組成図上において、下記に示す組成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂点とす
る三角形の内部に相当する数値範囲を有する三元合金薄膜を形成し、その後、酸素を含む
雰囲気下、４００～５３０℃の温度で１分～１０時間熱処理を行うことを特徴とする。
　組成点（Ａ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５５、４０、及び５重量％
組成点（Ｂ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々５０、１０、及び４０重量％
組成点（Ｃ）：Ｃｒ、Ａｌ及びＳｉの組成は各々７５、５、及び２０重量％
【００２１】
　本発明の製造方法において、形成される三元合金薄膜の組成が所定の数値範囲を有する
ことと、その後三元合金薄膜を所定の雰囲気及び温度で所定の時間熱処理することが重要
である。これによって、比抵抗が５００μΩ・ｃｍ以上であり、抵抗温度係数の絶対値が
５０ｐｐｍ／℃以下であり、かつ１５５℃で１０００時間保持後の抵抗変化率が０．０５
％以下である薄膜抵抗体が得られる。
【００２２】
　以下に、組成割合が組成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂点とする三角形の内部に相当
する数値範囲を有するクロム－アルミニウム－ケイ素系三元合金からなる薄膜抵抗体の抵
抗特性に関して、詳しく説明する。従来用いられているＣｒ－Ｓｉ系合金は、比較的高抵
抗な金属間化合物を含むものであり、いくつかの化学量論組成の相構造のものが知られて
いる。この中で、比抵抗が高いＣｒＳｉ２に対応する組成のものは、熱的な安定性に乏し
いという課題があった。その理由のひとつとしては、使用時の加熱によって合金薄膜中の
アモルファス相が結晶化し、そのため抵抗値が大幅に変化することがあげられている。一
般に、結晶相はアモルファス相に比べて抵抗値がずっと低く、また結晶相はアモルファス
相に比べて大きな正の抵抗温度係数をもつ。そこで、熱処理に伴う相変化により、急激に
抵抗特性が変化してしまうので実用材料としては大きな問題がある。したがって、モル比
でＳｉ／Ｃｒを２に調整して安定な結晶性の金属間化合物を得ようとする試みがなされて
いるが、得られる薄膜抵抗体は結晶質であるので抵抗率は比較的低いものに留まる。
【００２３】
　これに対して、本発明の上記組成を有するクロム－アルミニウム－ケイ素系三元合金か
らなる薄膜抵抗体は、比抵抗が５００μΩ・ｃｍ以上であり、抵抗温度係数の絶対値が５
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０ｐｐｍ／℃以下であり、かつ１５５℃で１０００時間保持後の抵抗変化率が０．０５％
以下であり、高比抵抗領域において絶対値が低い抵抗温度係数と低い抵抗変化率という好
適な抵抗特性を有するものである。
　上記薄膜抵抗体の詳細な相構造及びそれらの相構造が形成される機構は、まだ不明な部
分が多いが、熱処理後の薄膜抵抗体のＸ線回折結果は、わずかにＣｒＳｉ２のブロードな
ピークが観察されたのみで実質的にアモルファス相と見られ、以下のよう推論される。す
なわち、その組成割合が、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図上において、組成点（Ａ）、（
Ｂ）及び（Ｃ）を頂点とする三角形の内部に相当する数値範囲を有する三元合金薄膜にお
いては、その組成が金属間化合物の化学量論組成からはずれており、かつ比較的多くのア
ルミニウムを含有しているため、上記熱処理に際して、一部結晶化が進行しようとするが
結局は高抵抗性を示すアモルファス構造が安定化され、適切な熱処理により、高比抵抗で
低抵抗温度係数を有し、かつ使用時の加熱による抵抗変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗
体が得られる。
【００２４】
　本発明の製造方法に用いる基板としては、電気的絶縁性を有する素材からなる基板、又
は電気的絶縁性を有する素材を表面に備えた基板が選ばれるが、その中で、アルミナ、石
英、表面酸化したシリコン基板等が挙げられるが、他に絶縁表面を持つ各種の基板が用途
及び目的によって選択されることができる。
【００２５】
　上記製造方法に用いる成膜方法としては、高抵抗を示すアモルファス相を形成すること
ができるスパッタリングが好適であり、特に高温成膜ではアモルファス相が形成されない
ので、アルゴンガス雰囲気下にターゲットを用いてスパッタリングする方法が好ましい。
なお、スパッタ法は一般に薄膜抵抗体の製造に用いられている手法であり、マグネトロン
スパッタリングなど通常の方法及び装置を用いることができる。
【００２６】
　上記製造方法に用いるターゲットとしては、特に限定されるものではなく、所定の組成
の合金又は混合物からなるターゲット、複数の金属ターゲットの組合せ、区分に分けられ
た複合ターゲット等、使用する装置の特徴にあわせて選択することができる。例えば、
（イ）クロム、アルミニウム及びケイ素からなる合金のターゲットであって、上記三元合
金薄膜に相当する組成割合を有するターゲットを単独又は複数個用いる。ここで、合金タ
ーゲットは組成均一性がよく得られる薄膜抵抗体の特性が安定しているが、ターゲットの
抵抗が高いのでＲＦスパッタ法を用いるのが望ましい。
（ロ）クロム、アルミニウム及びケイ素からなる混合物のターゲットであって、上記三元
合金薄膜に相当する組成割合を有するターゲットを単独又は複数個用いる。ここで、混合
ターゲットはターゲット抵抗が低いので、直流スパッタも容易であるが、製造方法によっ
ては特性のばらつきを生じやすい。
（ハ）クロム、アルミニウム又はケイ素の各金属からなるターゲットを上記三元合金薄膜
に相当する組成割合になるように複数個組合せて用いる。このようなターゲットは、組成
の変更が簡便に行える。
（ニ）クロム－アルミニウム合金ターゲットとケイ素ターゲットを上記三元合金薄膜に相
当する組成割合になるように複数の区分に分けた複合物ターゲットを用いる。
（ホ）クロム－アルミニウム合金ターゲットとケイ素ターゲットを用いて、上記三元合金
薄膜に相当する組成割合になるように同時スパッタリングを行なう。
【００２７】
　上記製造方法における熱処理は、形成された三元合金薄膜に直接行なうか，或は三元合
金薄膜の表面に電極を形成した後かのいずれの方法で行なえる。すなわち、前者の場合に
は、三元合金薄膜を熱処理してその抵抗特性を調整した薄膜抵抗体を用いてその表面上に
該熱処理よりも低い温度で電極を形成することが行なわれる。また、後者の場合には、熱
処理に先だって、三元合金薄膜の表面に電極を形成する。いずれの場合にも、同様の熱処
理条件を用いて行なうことができるが、三元合金薄膜の表面上に電極を形成した後に熱処
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【００２８】
　上記製造方法に用いる熱処理の温度としては、４００～５３０℃、好ましくは４５０～
５００℃である。これによって、上記三元合金薄膜の抵抗特性を調整する。成膜後の三元
合金薄膜は負の抵抗温度係数を示すが、熱処理により、絶対値が５０ｐｐｍ／℃以下、よ
り好ましくは２５ｐｐｍ／℃以下の抵抗温度係数を得ることができる。すなわち、三元合
金薄膜の組成によって、最適な熱処理温度は異なるが、温度が４００℃未満では、抵抗温
度係数が大きな負となる。一方、温度が５３０℃を超えると、結晶化が進み抵抗温度係数
が大きな正となるとともに、抵抗値が大きく低下する。ここで、精密な温度制御が可能な
電気炉を用いて所定の条件に制御することにより、５０ｐｐｍ／℃以下といった高精度の
薄膜抵抗体を得ることができる。
【００２９】
　上記熱処理の時間は、熱処理炉の種類と三元合金薄膜の大きさによるが、１分～１０時
間とする。すなわち、熱処理の時間が１分未満では、安定した特性を得るのが困難である
。一方、熱処理時間を長くすると耐熱性が向上するが、１０時間を越えて行っても大きな
改善は見られず、効率的でない。
【００３０】
　上記熱処理に用いる雰囲気としては、真空下又はアルゴン、窒素とすることもできるが
、本発明では、大気のような酸素を含むガス雰囲気で行う。ここで、三元合金薄膜の表面
上に電極を形成した後に熱処理を行う場合には、熱処理雰囲気の選択は、主に電極材質に
よって選択すればよいが、酸素を含有する雰囲気で熱処理することにより薄膜抵抗体表面
に安定な保護酸化膜が形成することができる。
【００３１】
　以下に、熱処理条件と抵抗特性の関係を具体例で詳細に説明する。
　アルバック製のマグネトロンスパッタリング装置に市販の純度９６％のアルミナ基板を
取り付け、系内を２．０×１０－３Ｐａ以下の真空度にした後、アルゴンガス（純度：９
９．９９９％）を２．５ｓｃｃｍの流量で導入した。本発明の薄膜抵抗体の組成範囲であ
る合金ターゲット（５５重量％Ｃｒ－２１重量％Ａｌ－２４重量％Ｓｉ）を用いて、出力
９０Ｗで２０分成膜し、１３０ｎｍの厚みの膜を得た。ただし、基板上に薄膜をスパッタ
リングで成膜する前に、シャッターを閉じた状態で１０分以上プレスパッタした。所定の
時間スパッタしたらシャッターを閉じ、３０分以上冷却してチャンバー内から成膜した基
板を取り出した。
【００３２】
　次に、薄膜抵抗体の熱処理を行なった。得られた薄膜抵抗体試料を管状炉にいれ、大気
中、２００～５５０℃の温度範囲で各温度で３時間の熱処理を行った。昇温速度は各熱処
理温度の１０℃手前まで１０℃／分として、その温度から、熱処理する温度まで１℃／分
とした。その後、炉から取り出した試料について、比抵抗と抵抗温度係数（ＴＣＲ）を求
めた。結果を表１に示す。
【００３３】
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【表１】

【００３４】
　表１より、熱処理の温度として４００～５００℃とすることにより、±５０ｐｐｍ／℃
のＴＣＲが得られ、４５０℃～５００℃とすることにより、１４００μΩｃｍの比抵抗お
よび±１０ｐｐｍ／℃のＴＣＲが得られ、高精度高抵抗の薄膜抵抗材料であることが分か
る。なお、Ｘ線回折では、わずかにＣｒＳｉ２のブロードなピークが観察されたのみで、
実質的にアモルファス相と見られた。一方、５５０℃の熱処理では急激にＴＣＲが増大し
、精密抵抗体としては不適当である。
【００３５】
　さらに、炉から取り出した試料について、１５５℃での耐熱試験を行った。なお、１５
５℃に保持された恒温槽中に１０００時間まで保持し、途中取り出して室温での抵抗を測
定し抵抗変化率を調べた。結果を図２に示す。図２は、１５５℃での保持時間と抵抗変化
率の関係を表す。図２より、熱処理温度が４５０℃と５００℃の試料は１０００時間後の
抵抗変化率が０．０１～０．０２％と小さく、耐熱性に優れていることが分かる。一方、
熱処理温度が３００℃の試料は、１０００時間後の抵抗変化率が０．１６％と大きくなっ
ており、耐熱性に劣ることが分かる。
　
【００３６】
　上記製造方法で用いる電極としては、特に限定されるものではなく、一般に金、Ｎｉ－
Ｃｕ合金等が用いられるが、パラジウム（Ｐｄ）、白金（Ｐｔ）、ロジウム（Ｒｈ）、又
はルテニウム（Ｒｕ）から選ばれる少なくとも１種が好ましい。例えば、特に金電極はＮ
ｉ－Ｃｕ合金電極に比べ安定であり、大気中熱処理でも酸化することがない優れた特性を
有する。しかしながら、金電極は上記薄膜抵抗体中のケイ素と反応しやすいので、熱処理
温度が高い場合には電極と薄膜抵抗体が合金化して抵抗特性が変化してしまう恐れがある
。これに対して、パラジウム、白金、ロジウム、及びルテニウムは上記薄膜抵抗体と反応
しにくく、かつ大気中の熱処理でも安定した電極特性を示し好適である。これらのうちの
１種を用いてもよいし、必要に応じて２種以上を含有したり、さらに他元素を含む物も用
いることができる。
【００３７】
　上記電極の作製方法としては、特に限定されるものではなく、薄膜抵抗体を形成した後
にスパッタリングにより行うことができるが、これらの材料を含むペーストなどを印刷し
、乾燥・焼成する方法でも作製することができる。
【実施例】
【００３８】
　以下に、本発明の実施例及び比較例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明
は、これらの実施例によってなんら限定されるものではない。なお、実施例及び比較例で
用いた金属の分析、抵抗特性（比抵抗、抵抗温度係数、抵抗変化率）の評価方法は、以下
の通りである。
（１）金属の分析：ＩＣＰ発光分析法で行った。
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（２）比抵抗の測定：試料の膜厚、長さ、線幅、及び直流四端子法により抵抗Ｒ（Ω）を
測定し、比抵抗を求めた。
（３）抵抗温度係数（ＴＣＲ）の測定：試料を恒温槽に入れ、２５℃での抵抗値Ｒ２５（
Ω）と１２５℃での抵抗値Ｒ１２５（Ω）を測定し、抵抗温度係数を求めた。
（４）抵抗変化率の測定：１５５℃に制御された恒温槽中に１０００時間保持した後、取
り出して室温での抵抗値を測定し抵抗変化率を求めた。
【００３９】
　また、実施例及び比較例で用いたターゲットは下記の方法で作製したものを用いた。
［ターゲットの作製］
　純度９９．９９％以上の金属原料を用い、プラズマ溶解により作製したインゴットから
ワイヤカットで直径７５ｍｍ、厚さ５ｍｍの円板を切り出し、表面を研削してターゲット
とした。
【００４０】
　また、実施例及び比較例で用いた成膜方法は、以下の通りである。
［成膜方法］
　市販の純度９６％のアルミナ基板を用いた。アルバック製のマグネトロンスパッタリン
グ装置に基板を取り付け、系内を２．０×１０－３Ｐａ以下の真空度にした後、アルゴン
ガス（純度：９９．９９９％）を２．５ｍＬ／ｍｉｎ（標準状態）の流量で導入して、そ
れぞれのターゲットに適した電源を用いて、基板上にスパッタリングにより薄膜を成膜し
た。
【００４１】
　また、実施例及び比較例で用いた熱処理方法は、以下の通りである。
［熱処理方法］
　成膜した基板をを管状炉にいれ、大気中、２００～６００℃の温度範囲で各温度で３時
間の熱処理を行った。昇温速度は各熱処理温度の１０℃手前まで１０℃／分として、その
温度から、熱処理する温度まで１℃／分とした。
【００４２】
（実施例１）
　上記方法で作製した三元合金ターゲット（５５重量％Ｃｒ－２１重量％Ａｌ－２４重量
％Ｓｉ）を用いて上記成膜方法により成膜した基板を、上記方法に従って５０℃刻みに熱
処理し、最もＴＣＲの絶対値が小さくなる温度を最適熱処理温度とし、そのときの膜組成
と抵抗特性を評価した。結果を各々表２、表３に示す。
【００４３】
（実施例２～６、比較例１～１０）
　上記方法で作製したクロム、アルミニウム及びケイ素の各ターゲットを用いて上記成膜
方法により３元同時スパッタリングを行ない、種々の組成の薄膜抵抗体を作製した。得ら
れた成膜した基板を、上記方法に従って５０℃刻みに熱処理し、最もＴＣＲの絶対値が小
さくなる温度を最適熱処理温度とし、そのときの膜組成と抵抗特性を評価した。結果を各
々表２、表３に示す。なお、実施例２～６では、表２の膜組成に示すように、その組成割
合が、Ｃｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図上において、組成点（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）を頂
点とする三角形の内部に相当する数値範囲を有する三元合金薄膜が形成されている。一方
、表２の膜組成に示すように、比較例１、４、７では、その組成割合が上記三角形の各辺
の近傍外側に相当する数値であり、また、比較例２、３では、その組成割合が組成点（Ａ
）の近傍外側に相当する数値であり、また、比較例５、６では、その組成割合が組成点（
Ｃ）の近傍外側に相当する数値であり、また、比較例８、９では、その組成割合が組成点
（Ｂ）の近傍外側に相当する数値である三元合金薄膜が形成されている。また、比較例１
０では、ケイ素品位が４７～５７重量％に相当する数値である三元合金薄膜が形成されて
いる。
【００４４】
（実施例７）
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　上記方法で作製したクロム－アルミニウム合金ターゲット（８０重量％Ｃｒ－２０重量
％Ａｌ）とケイ素ターゲットを用いて上記成膜方法により同時スパッタリングを行ない、
得られた成膜した基板を、上記方法に従って５０℃刻みに熱処理し、最もＴＣＲの絶対値
が小さくなる温度を最適熱処理温度とし、そのときの膜組成と抵抗特性を評価した。結果
を各々表２、表３に示す。
【００４５】
【表２】

【００４６】

【表３】

【００４７】
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　表２、３より、実施例１～７では、薄膜抵抗体の組成と熱処理温度で、本発明の方法に
従って行われたので、比抵抗が５００μΩ・ｃｍ以上、ＴＣＲの絶対値が５０ｐｐｍ／℃
以下で、１５５℃１０００ｈｒ保持後の抵抗変化率が０．０５％以下である薄膜抵抗体が
得られることが分かる。これに対して、比較例１～１０では、薄膜抵抗体の組成がこれら
の条件に合わないので、抵抗変化率及びＴＣＲで満足すべき結果が得られないことが分か
る。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　以上より明らかなように、本発明の薄膜抵抗体及びその製造方法は、高比抵抗で低抵抗
温度係数を有し、かつ使用時の加熱による抵抗値の変化率が小さい高耐熱性の薄膜抵抗体
とその製造方法であり、薄膜チップ抵抗器、混成集積回路等において、特に高抵抗領域の
薄膜抵抗体として好適である。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明のクロム（Ｃｒ）－アルミニウム（Ａｌ）－ケイ素（Ｓｉ）系三元合金か
らなる薄膜抵抗体の組成範囲を表すＣｒ－Ａｌ－Ｓｉ三元系組成図である。
【図２】１５５℃での保持時間と抵抗変化率の関係を表す図である。

【図１】

【図２】
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